
平成３０年５月１８日 

財政局税務部税制課 

市税証明書コンビニ交付サービスの開始について 

１ 税証明書コンビニ交付の概要 

（１）交付開始日 

   平成３０年６月６日（水） 

（２）取得できる証明書 

   所得（課税）額証明書（非課税者については、非課税証明書）【最新年度分のみ】

   手数料：１通３００円

（３）利用可能店舗

   セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、

サークルＫ・サンクスなど（全国約 53,000店舗、北九州市内約 400店舗）
（４）利用可能時間

   ６：３０～２３：００（土日祝日を含む、１２月２９日～１月３日を除く）

（５）必要なもの

   利用者証明用電子証明書の搭載されたマイナンバーカード（個人番号カード）

２ 税証明書コンビニ交付 政令市の導入状況（平成３０年４月２日現在） 

導入済み

１２市

仙台市（H28.3）、さいたま市（H24.11）、千葉市（H29.1）、
川崎市（H28.1）、相模原市（H30.1）、静岡市（H28.1）、
浜松市（H28.10）、大阪市（H27.1）、堺市（H29.12）、
神戸市（H29.3）、広島市（H28.3）、熊本市（H28.3）

導入予定
１市

北九州市（H30.6） 

導入検討中

７市

札幌市、横浜市、新潟市、名古屋市、京都市、

岡山市、福岡市

３ マイナンバーカード普及状況【平成３０年３月末現在】 

区       分 ３月末現在 

交付 
交付済数 ① ９５,２０５

普及率［①/人口(3 月末:955,967 人）］ ９.９６％

     【参考】全国普及率（3月 1日現在）10.7％ （交付枚数：約 1,367 万枚） 


